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教諭Ａは２年生のクラス担任を担当し、教科指導や部活動指導に熱心で、誰にで

も優しく、生徒に人気があった。 

ある日の放課後、教諭Ａが教科準備室で翌日の授業の準備をしていた際、担任し

ている生徒Ｂが落ち込んだ様子で教科準備室に来て、友人関係の悩みを教諭Ａに打

ち明けた。教諭Ａは、優しく対応し、生徒Ｂは元気を取り戻して帰って行った。 

その後、生徒Ｂは教諭ＡにＳＮＳで学校生活の相談をするようになり、次第に、 

私的な連絡をとるようになっていった。数か月後の休日、生徒Ｂからの誘いにより、

教諭Ａが生徒Ｂを自家用車に乗せて県外に買い物に出かけた際、車内で生徒Ｂを抱

きしめ、キスをした。 

後日、教諭Ａとの関係性に不安を感じた生徒Ｂから他の教諭に相談があり、事案

が発覚した。 

 
１ このような事案が発生した原因や背景としてどのようなことが考えられますか。 

 
 
 

 
２ 以下の場面において、あなたはどのように対応しますか。 

【生徒からあなたのＳＮＳの連絡先を聞かれた場合】 

 

  
【生徒からあなたに私的な連絡があった場合】 

 

  
  
３ あなたが勤務する学校でこのような事案が発生した場合、どのような影響が考えら
れますか。 
【生徒・保護者への影響】 
 
 
【その他（日常的な教育活動への影響、あなたや家族への影響等）】 
 
 

 
４ あなたが勤務する学校で、児童生徒性暴力等（セクハラ等の言動を含む）を防止す
るために、組織として、あなた個人として、どのような認識をもち、取り組んでいく
必要があると思いますか。 
【組織として】 
 
 
【あなた個人として】 
 
  


